
市貝町では、特殊詐欺による被害防止を目的として、通話録音
装置のある電話機や、電話機に接続する機器等の購入に対して補
助金を助成します。

振り込め詐欺やそれに類似した

電話機越しに消費者をだます

“悪質な詐欺”全般を言います。

市貝町役場企画振興課商工観光係
ＴＥＬ：０２８５－６８－１１１８
ＦＡＸ：０２８５－６８－３２２７

《対象者》
市貝町にお住まいかつ住民登録のある方で、通話録音装置等を購
入された方
※当該年度に購入した通話録音装置等が対象です。
《助成額》
１世帯５，０００円まで（※申請は１世帯１回のみ）
《申請方法》
ご購入した際の領収書（または、製品と金額のわかるもの）と製
品取扱説明書を添付して必要書類をご提出ください。
※詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

○自動で録音する機能がある
例）「この通話は犯罪防止のため、録音されています・・・」

○“非通知”などの着信を知らせる
例）“非通知”着信の際にランプが光る。

○その時に聞き逃しても何回も再生できる
例）変な電話がかかってきた際の通話内容を繰り返し確認可能。

警察への証拠資料として活躍。

お問い合わせ


